
後
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齢
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療
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後
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齢
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保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人

ひ
と
り
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。
納
付
方
法
は
、
年
金
受
給

額
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
付
方
法

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
特

別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
と
普

通
徴
収
（
口
座
振
替
や
納
付
書

に
よ
る
納
付
）
の
２
種
類
で
す

が
特
別
徴
収
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

①
４
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
さ

　

れ
て
い
る
方

　

す
で
に
仮
徴
収
（
４
月
・
６

月
・
８
月
の
年
金
か
ら
の
天
引

き
）
さ
れ
て
い
る
方
は
、
決
定

し
た
保
険
料
か
ら
仮
徴
収
を
差

し
引
い
た
残
額
を
、
10
月
か
ら

２
月
に
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら

天
引
き
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
納
付
済
み
の
保
険
料
が
、
決

定
し
た
保
険
料
額
を
上
回
る
場

合
は
、
後
日
通
知
の
う
え
、
差

額
を
お
返
し
し
ま
す
。

②
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
な
い

　

方

　

年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円

未
満
の
方
や
介
護
保
険
料
と
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

の
合
計
額
が
年
金
額
の
２
分
の

１
を
超
え
る
方
は
、
納
付
書
や

口
座
振
替
に
よ
り
納
付
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
納
期
数
は
、
国

民
健
康
保
険
税
や
介
護
保
険
料

と
同
じ
８
回
（
７
月
か
ら
翌
年

の
２
月
ま
で
）
と
な
り
ま
す
。

③
10
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
さ

　

れ
る
方

　

平
成
22
年
10
月
１
日
か
ら
平

成
23
年
４
月
１
日
ま
で
の
間
に

八
街
市
に
転
入
さ
れ
た
方
や
75

歳
に
な
ら
れ
た
方
（
②
は
除
く
）

な
ど
は
、
７
月
か
ら
９
月
ま
で

は
納
付
書
で
納
付
し
て
い
た
だ

き
、
10
月
の
年
金
か
ら
天
引
き

を
開
始
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
複
数
の
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
国
民
年
金
（
老
齢
基

礎
年
金
）
を
優
先
し
、
１
つ
の

年
金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
の
で
、

優
先
順
位
が
２
番
目
以
降
の
年

金
が
基
準
額
以
上
で
も
保
険
料

が
天
引
き
さ
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

保
険
料
算
定
の
基
礎

・
均
等
割
額　

３
７
４
０
０
円

・
所
得
割
率　

７
・
2
9
％

・
保
険
料
の
上
限
額　

50
万
円

保
険
料
の
納
付
方
法
の
変
更

　

す
で
に
、
特
別
徴
収
（
年
金

天
引
き
）
を
さ
れ
て
い
る
方
も
、

申
し
出
る
こ
と
で
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
を
選
択
で
き
ま
す
。

保
険
料
軽
減
措
置

　

平
成
23
年
度
の
保
険
料
軽
減

措
置
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　

「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」

に
軽
減
額
等
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

①
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入

　

者
と
世
帯
主
の
合
計
所
得
が

　

軽
減
判
定
以
下
の
世
帯
は
、

　

均
等
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

　

入
す
る
直
前
に
「
会
社
な
ど

　

の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
」

　

で
あ
っ
た
方
は
、
所
得
割
は

　

か
か
ら
ず
、
均
等
割
が
９
割

　

軽
減
さ
れ
ま
す
。

③
所
得
割
を
負
担
す
る
方
の
う

　

ち
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得

　

金
額
が
58
万
円
以
下
の
方
は
、

　

所
得
割
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま

　

す
。
（
年
金
収
入
で
１
５
３

　

万
円
以
上
２
１
１
万
円
以
下

　

の
方
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
の
申
請
を

　

市
県
民
税
非
課
税
世
帯
で
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ

れ
て
い
る
方
が
入
院
し
た
場
合
、

病
院
窓
口
で
支
払
う
入
院
時
の

医
療
費
負
担
額
と
食
事
代
が
軽

減
さ
れ
る
認
定
証
交
付
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

平
成
23
年
７
月
31
日
ま
で
の

有
効
期
限
の
認
定
証
を
お
持
ち

の
方
で
、
更
新
時
に
該
当
す
る

方
に
は
、
認
定
証
を
郵
送
し
ま

す
の
で
申
請
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

※
未
申
告
世
帯
に
は
、
認
定
証

を
発
行
で
き
ま
せ
ん
。

※
自
己
負
担
限
度
額
は
、
世
帯

の
所
得
状
況
に
よ
り
異
な
り
ま

す
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

が
８
月
か
ら
新
し
く
な
り
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
新
し

い
被
保
険
者
証
を
７
月
下
旬
に

特
定
記
録
郵
便
で
郵
送
し
ま
す

が
、
届
か
な
い
場
合
は
国
保
年

金
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
（
藍

色
）
は
、
有
効
期
限
が
平
成
24

年
７
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
国
保
年

金
課
☎
４
４
３
│
１
１
３
９
へ
。

　

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

の

保

険

料

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

の

保

険

料

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

の

保

険

料

東
日
本
大
震
災
に
よ
り

　
　
　
　
　
　

被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
へ

　

大
震
災
に
よ
り
住
宅
や
家
財

な
ど
に
被
害
を
受
け
た
方
は
、

所
得
税
の
軽
減
・
免
除
が
受
け

ら
れ
、
税
務
署
で
手
続
き
を
行

う
こ
と
で
所
得
税
が
還
付
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
源
泉
所
得
税
の

徴
収
猶
予
や
還
付
、
廃
車
と
な

っ
た
自
動
車
の
自
動
車
重
量
税

の
還
付
な
ど
の
特
例
が
あ
り
ま

す
。

　

詳
し
く
は
、
成
田
税
務
署
☎

０
４
７
６
│
２
８
│
５
１
５
１

へ
。

開
放
期
間

　

７
月
21
日
〜
８
月
31
日

　

（
天
候
な
ど
に
よ
り
休
場
す

　

る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

休
場
日
（
点
検
日
）

　

八
街
北
中
学
校              

　

７
月
25
日
㈪
・
8
月
１
日
㈪

　

８
日
㈪
・
9
日
㈫
・
15
日
㈪

　

22
日
㈪
・
29
日
㈪

  

八
街
南
中
学
校

　

8
月
１
日
㈪
・
15
日
㈪
・　

　

29
日
㈪

利
用
時
間

　

午
前　
　

午
前
10
時
〜
正
午

　

午
後
Ａ　

午
後
１
時
〜
３
時

　

午
後
Ｂ　

午
後
３
時
〜
５
時

定　

員　

各
区
分
と
も
50
人

対　

象　

市
内
在
住
の
方

 

・
未
就
学
児
は
お
む
つ
が
取
れ

　

 

て
い
る
こ
と
と
保
護
者
と
一

　

 

緒
の
入
水
が
必
要
。

 

・
小
学
生
は
保
護
者
の
付
き
添

　

 

い
お
よ
び
同
意
書
が
必
要
。

 

・
中
学
生
・
高
校
生
は
保
護
者

　

 

の
同
意
書
が
必
要
。

※
同
意
書
（
プ
ー
ル
カ
ー
ド
）

は
７
月
２
日
㈯
か
ら
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
（
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
内
）

で
配
布
す
る
ほ
か
、
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
７
月
21
日
㈭
以
降
は

そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ー
ル
で
も
同
意

書
を
配
布
し
ま
す
。

入
場
料　

無
料

申
込
方
法

　

開
放
日
当
日
に
そ
れ
ぞ
れ
の

　

プ
ー
ル
で
受
け
付
け
ま
す
。

※
次
の
方
は
入
場
で
き
ま
せ
ん

・
酒
気
を
帯
び
た
方

・
感
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
方

・
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
方

・
ペ
ッ
ト
連
れ
の
方

※
開
放
期
間
中
の
問
い
合
わ
せ

先八
街
北
中
学
校
プ
ー
ル

☎
０
９
０
│
６
４
９
８
│
８
５

６
１

八
街
南
中
学
校
プ
ー
ル

☎
０
９
０
│
６
０
３
０
│
６
２

9
１　

　

詳
し
く
は
、
市
教
育
委
員
会

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
☎
４
４
３
―

１
４
６
５
へ
。

八
街
北
中
学
校
・
八
街
南
中
学
校
の

　
　
　
　
　

プ
ー
ル
を
開
放
し
ま
す

八
街
北
中
学
校
・
八
街
南
中
学
校
の

　
　
　
　
　

プ
ー
ル
を
開
放
し
ま
す

後 期 高 齢 者 医 療 制 度 保 険 料 軽 減 一 覧 表

９ 割

５ 割

２ 割

３３,６６０円 
被保険者の全員が年金収入で80万円以下の
世帯（その他の所得がない）
所得額が33万円以下の世帯
所得額が33万円＋世帯主を除く被保険者数
×24.5万円以下の世帯
所得額が33万円＋被保険者数×35万円
以下の世帯

軽減率 軽 減 額 所得判定基準（世帯内の被保険者および世帯主の合計金額）

２６,１８０円 

１８,７００円 

７,４８０円 

8.5割


